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第５部

投薬

第２節 処方料

処方料

（注の新設） （新設） 注６ 注５に規定する場合であって、処方期間が

※長期投薬に係る技術の評価 ２８日以上の場合は、月１回に限り、１処方

につき４５点を加算する。ただし、この場合

において、同一月に注５の加算は算定できな

い。

第５節 処方せん料

（注の新設） （新設） 注４ 注３に規定する場合であって、処方期間が

※長期投薬に係る技術の評価 ２８日以上の場合は、月１回に限り、処方せ

んの交付１回につき４５点を加算する。ただ

し、この場合において、同一月に注３の加算

は算定できない。

第６節 調剤技術基本料

（項目の変更） 調剤技術基本料 調剤技術基本料

※有床診療所における入院医療 １ 病院に入院中の患者に投薬を行った場合 １ 入院中の患者に投薬を行った場合 ４２点

の評価 ４２点


